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京都の土地管理について

山本 瞬星斗
（丸田 博之ゼミ）

序　論

　「土地管理」とは、単に所有権や境界線を定める
だけでなく、その土地の利用方法、景観、そして
そこに暮らす人々の生活をも規定する、都市の骨
格をなす要素である。千年を超える都の歴史を持
つ京都においては、この土地管理の仕組みが極め
て多層的かつ複雑である。貴族、寺社、武家、町
衆といった様々な主体による歴史的な土地の奪い
合いと共存、そしてその都度導入された法令や慣
習が、まるで地層のように積み重なっているから
だ。本稿は、この京都特有の多層的な土地管理の
歴史的経緯を解き明かし、現代京都にどのような
影響を与えているか明らかにすることを試みる。
特に、中世・近世における公家・寺社の広大な所
領が、いかにして都市の中で位置づけられ、近現
代においてどのように再編されていったのかとい
う点。そして幕府が行った政策や戦後の政府の行
動にも注目し、その歴史的意義を考察する。

第一章　中世京都における
土地支配の多層性と都市構造への影響

1．1  中世都市京都における
　　  土地支配の特異性と問題設定
　中世の京都においては、条坊制を基盤に寺社・
公家・武家・在地有力者が互いに土地所有や支配
権を分有し、複雑な土地支配構造を形成していた。
京都周辺地域の史料に於いては、荘園領主・地侍・
百姓といった多様な主体の土地権利関係が複雑に
交錯していたことが示されているi。これらの複
雑な関係が後の近世・近代の統一権力による土地
政策が直面することとなる「京都の土地制度の強
靭性と抵抗性」の源泉であると考える。本稿では
この中世的な土地支配の特質を詳細に分析し、そ
れが都市の空間構造、経済活動、そして後の都市

計画に与えた歴史的遺産を明確にする。特に、こ
の時代の土地管理は、慣習的な秩序と経済的実力
に基づいており、後の法的な所有権による管理と
は根本的に異なっていたという点に焦点を当てる。

1．2  巨大寺社勢力による
　　  土地の非課税化と都市経済への介入
　中世都市における土地管理を語る上で、寺社勢
力の存在は最も不可欠である。東寺、西本願寺、
延暦寺（坂本）、祇園社（八坂神社）といった巨
大寺社は、朝廷や武家からの寄進を通じて広大な
境内地を保有し、これらは不輸・不入権（税の免
除と検断権の排除）が認められた治外法権的な空
間であったii。「11 世紀末以降中世を通して、延
暦寺配下の人間や所領への介入・侵害に抗して、
頻繁に朝廷・幕府への強訴が繰り返されているこ
とや、同寺内各門流の所領処分状に同寺内子坊や
全国に散在する不輸・不入領荘園が多数見出され
ることは、同寺の都市的発展が中世を通して続い
たことを示唆しているiii。」さらに寺社は、その
境内地周辺に形成される門前町や宿を通じて、借
上や土倉といった金融活動を行い、経済的な実力
をもって都市の土地に深く介入したiv。この寺社
の広大な非課税地の存在は、後の豊臣秀吉による
都市改造や、明治維新における上知令の最大の対
象となり、近世・近代の都市構造を決定づける重
要な論点となる。

1．3  公家・貴族による
　　  所領の変質と都市内の生活基盤
　中世後期以降、荘園制の衰退により公家・貴族
の地方収益基盤は弱体化したと考えられる一方
で、御所・公家町などの都市内部所有地は長く存
続し、都市空間の重要区画として位置づけられた。
都市空間の歴史的分析では、公家邸宅やそれを取
り巻く屋敷地の構造が都市内部の歴史的景観とし
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て継続していることが示されており、これが公家
権威の象徴性や土地管理慣習の継続と関わる可能
性が指摘されるvvi。
　そして、室町時代から戦国時代にかけての相次
ぐ戦乱（特に応仁の乱）は、公家屋敷を徹底的に荒
廃させ、土地の所有権・支配権が以下のように曖
昧になったと考えられている。「応仁元年（1467）
正月、上京の御霊林の合戦に口火を切った応仁・
文明の大乱（1467 ～ 1477）では、京都が戦いの
巷となり、数え知れぬほどの公武邸宅・寺社・民
家が罹災消失し、洛中洛外の大半が焦土と化し
たvii。」のである。この応仁の乱後、曖昧になっ
た土地を埋める形で、次に述べる町衆が都市の再
建と土地秩序の確立に乗り出すこととなる。
　応仁の乱後の京都復興は中央権力によるもので
はなく、都市内の商工業者を中心とする町衆が主
体となって推進した。町衆は自発的な自治組織で
ある町組を形成し、戦没・戦災で荒廃した街区を
自らの力で再建し、都市秩序の再構築を進めたviii。
仲村研「町衆について」では次のように述べる。

平安京の都城制で条坊によって区画された
一辺が四十丈（約百二十メートル）で、その
町は三十二の戸主（へぬし南北五丈、東西十
丈）に分割され、一戸主は南北の方向に口
を開かず、東西の二方向にのみ口を開いてい
た。したがって、「マチ」は東か西かのいず
れかの面に口をもっていることになる。この
ような平安京の都城制の「マチ」は二面町

（ニメンマチ）といわれるが、平安京を雑持
する諸制度の崩壊にともなって、南と北の方
向にも口を開くようになり、四面町（シメン
マチ）と称され、一辺四十丈の「マチ」が四つ
の方向に開くようになる。そののち、四面町の
四つの面が各々分立して四町町（シチョウマチ 
四丁町とも書く）となり、そして分立した一面
が道路をはさむ向い側の面と合体して両側町

（リョウガワチョウ）を形成する。この両側町
こそ生活共同体としての「町」（チョウ）であ
り、現代京都の「チョウ」の原型であるix。

　中世京都においては、町衆による都市空間の自
律的管理が形成され、街区の基本単位である「町」

の内部では地割（区画）の確定が進められたと考
えられる。一つの街路を挟んで向かい合う宅地が
並ぶ「両側町」と呼ばれる土地利用形態（上記で
挙げた形態）は、このような町衆の社会・経済的
活動と密接に結びついた都市空間秩序の一側面で
あり、平安京以来の街区構成が時代とともに変容
する中で定着していったx。
　町組は都市空間における自治組織の枠組みとし
て発達し、各町衆が共同して領主（室町幕府や有
力寺社）に対する地子（税）の一括納入義務を負っ
た。このような統合的な税納制度は単なる租税支
払いの形態ではなく、町の内部における土地利用
の凖則と管理秩序を共同で形成する仕組みとして
機能したと考えられるxi。また、こうした慣習的
土地秩序の形成は、後の豊臣秀吉による天正大地
割における制度的地割整理の基盤となり、近世都
市京都の町割と京町家の立地・構造の基礎をなし
たと理解されているxii。

1．4  本章のまとめ
　中世京都における土地支配は、①寺社による非
課税地の広大化と金融支配、②公家による権威に
基づく土地の維持、そして③町衆による実力に基
づく自律的な土地管理慣習の形成という三つの要
素によって特徴づけられる。この多層的かつ複雑
な土地支配構造は、中世末期から近世に入り、豊
臣秀吉という強力な統一権力による検地、地割、
そして御土居の築造という一連の政策によって、
一挙に解体・再編の対象となる。次章では、この
中世的な多層性をいかに秀吉・家康政権が一元的
な統治体制に組み込み、近世都市京都の土地管理
構造を確立させたのかを論じる。

第 2 章　近世京都における
太閤検地の構造的意義

　本章の目的は、豊臣秀吉によって中世末期の京
都で実施された太閤検地を、単なる租税制度の改
革としてではなく、国家による集権的支配構造を
確立し、都市の物理的・行政的構造を根底から変
容させた画期的な政策であったことを論証するこ
とにある。具体的には、①土地情報の国家直接把
握と寺社・貴族領の統制、②御土居築造による空
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間的再定義、③既存自治組織（町組）への連帯責
任付与、という三要素が、いかに連動して近世京
都の統治システムを構築したかを考察する。太閤
検地の最も根本的な意義は、国家権力が土地とそ
の生産力に関する正確かつ統一的な情報を直接的
に取得・管理するシステムを確立した点にあるだ
ろう。この情報は、中世以来の複雑な土地所有権
益を整理し、伝統的な権門勢力（寺社・貴族）の
経済基盤を揺るがすための強力な手段となったと
考えられる。

2．1  伝統的権益の整理と
　　  「一地一作人」の原則徹底
　中世の京都周辺の土地は、荘園制の名残や、寺
社・公家領などの重層的な権益構造の中にあり、
政権が正確な税源を把握することを困難にしてい
た。太閤検地は、これらの旧来の権利関係を整理
し、耕作や屋敷利用の責任者たる名請人を確定し、
一地一作人の原則を徹底させた。この検地帳に登
録された名請人は、公儀に対し直接的な納税義務
を負うこととなった。この太閤検地によって、土
地と住民が公儀権力に直接結びつけられる体制が
形成され、中世的な重層的支配秩序は大きく再編
されたと考えられる。

2．2  寺社・貴族領への直接的介入と統制
　太閤検地は、豊臣政権による全国的・統一的な
土地調査であり、従来の重層的な権利関係を解消・
整理する制度として機能したと考えられる。とり
わけ、「一地一作人」の原則は、耕作地ごとに一人
の納税責任者（名請人）を検地帳に登録すること
を通じて、従来の中世的な中間搾取関係や複数権
利者の構造を否定し、土地と住民を国家の直接的
な課税体制に組み込む契機となった。このような
制度的再編は、検地帳の整備を通じて旧来の土地
権利と納税関係を整理し、近世的な支配秩序の形
成に寄与したと評価できるxiiixiv。

2．3  御土居の築造による都市空間の再定義と画定
　太閤検地の実施と同時期に進められた御土居の
構築は、検地によって得られた土地情報を一種の
空間として具現化し、京都という都市を行政的・
物理的に再定義する重大な事業であった。「御土

居は、京都の市街地である洛中を外縁部（洛外）
から明確に隔てる土塁と濠からなる構造物であ
る。土塁の内側を洛中、外側を洛外と呼び、要所
には七口を設け、洛外との出入口とした」xv。こ
の御土居は単なる防御施設ではなく、「公儀の支
配が及ぶべき都市空間」を行政的・物理的に確定
した境界線であった。また、太閤検地後の京都の
都市中心部において、土地利用規制や行政区画（町
割）の基準が明確化し、都市住民への公的なサー
ビスや義務の適用範囲が制度として整備された。
とりわけ、御土居は洛中・洛外を物理的に区画す
る土塁・堀として機能し、洛中側の碁盤状の町割
が維持・強化された。考古学的な発掘成果や歴史
学的分析によれば、「御土居は当初、防衛・治水
などの機能を担うとともに、近世京都の都市域を
一線で区分し、検地による土地情報の枠組みを都
市空間として固定化する役割を果たした」xvixvii と
される。

2．4  町組による行政実務の代行と義務遂行
　太閤検地後、土地情報および課税体系が確立さ
れると、都市内部の日常的な行政実務は自治組織
である町組に委ねられた。京都の町組は、複数の
町が結びついて形成される地縁的共同体として、
検地後の地子銀等の課税・徴収・上納業務の責任
を負った。町組内部では、町年寄や月行事といっ
た町役人が輪番制で行政実務を担当し、自治・管
理の実務を遂行したことが確認されているxviii。さ
らに、これらの町組は、「五人組」などの仕組み
を通じて、以下の機能を有していた。

五人組の機能は、年貢納入、治安維持につき
組の構成員が連帯責任を負うところにあり、
組内に年貢不納の者や欠

かけ

落
おち

をする者が出ると、
組として弁済の責任を負わされ、また五人組
内に犯罪者がいるときは、密告を強制され、
知りながらそれを怠ると処罰された。また日
常生活で相互に監視しあうことを強いられ、
質地などの土地移動でも連帯責任を負わされ
た。その反面、五人組の百姓は、仲間として
日常生活での相互援助も行ったが、どちらか
といえば農民の支配や監視のための組織とい
う性格が強かったxix。
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　このような統治のあり方は、国家が検地帳や人
別帳といった基礎的な土地・住民情報を把握する
一方で、日常的な行政実務やその負担を町組など
の住民コミュニティに委ねる仕組みであったとい
える。すなわち、国家権力は直接的な介入を最小
限に抑えながら、町組に課された責任を通じて統
制を都市の末端にまで浸透させたのであり、既存
の共同体機能を活用した近世都市統治の一つの到
達点として評価できる。

2．5  本章のまとめ
　本章の分析により、京都における太閤検地は、
土地情報の直接把握と寺社・貴族領への介入、御
土居の築造による都市空間の物理的・行政的再定
義、そして町組への連帯責任付与による末端行政
の実効化という、三位一体の都市構造変革であっ
たことが明らかになった。この変革は、中世的な
権益が錯綜していた京都を、近世的な集権国家の
統制下にある秩序だった都市へと再編し、その後
の徳川幕府の京都所司代体制の安定的な運営を可
能にした本質的な基盤であったとすることができ
る。次章ではこの検地によって確立された支配基
盤の下で統治を行った徳川政権の土地管理体制に
ついて記していく。

第 3 章　徳川政権による
近世土地支配体制の確立

　前章では、豊臣秀吉による太閤検地が、土地情
報の国家直接把握、御土居による都市空間の再定
義、そして町組への連帯責任付与を通じて、近世
京都の集権的支配の基盤をいかに確立したかを考
察した。本章では、その秀吉の基盤を継承し、徳
川政権（江戸幕府と諸藩）がいかにして全国的な
近世土地管理体制を完成させたかを論じる。特に、
京都所司代による管轄下に置かれつつも、町組制
度による自治的機能と土地管理責任を継続させ、

「二重の統治」という特殊な構造を維持した点に
焦点を当て、徳川政権の支配構造の深化と、京都
の都市統治の特殊性を考察する。

3．1  幕府領・藩領・寺社領の明確な区分と統制
　徳川政権は、太閤検地によって整備された土地

情報と税制（石高制・検地帳）を基盤として、全
国的な支配体系を制度化したと考えられる。検地
の結果は、全国的な土地の生産力と納税関係を把
握して統一的制度へとつなげ、近世的な支配秩序
の成立を促したxx。

3．2  石高制に基づく年貢徴収と
　　  「本途物成」の定着
　太閤検地によって導入された石高制は、徳川政
権の租税体系の根幹として定着した。主要な年貢
である本

ほん

途
と

物
もの

成
なり

は、土地の生産能力（石高）を基
に定められ、村請制を通じて運用された。この制
度は、土地を「米の生産と納税を義務付けられた
公的な性質を持つ財産」として定義し、全国的な
支配を可能にした。とりわけ幕府は、支配領域を
幕府直轄領と藩領、そして寺社領という三つの区
分に明確に整理し、それぞれ異なる支配形態を規
定した。幕府領は幕府の直接支配地域として経済
基盤・軍事基盤の確保に寄与し、藩領は各藩の自
治的管理を認めると同時に幕府の規範に従属させ、
寺社領は朱印地・黒印地の制度を通じて権限の制
限と統制下への組み込みが進められたxxi。

3．3  京都所司代による直接的な支配と監視
　江戸幕府の支配体制において、京都は単なる都
市ではなく、朝廷と幕府との接点として極めて特
異な統治機構が構築された。京都には幕府の統括
機関である京都所司代が置かれ、幕府の基本的な
支配権限の行使・報告・監察の中心的役割を担っ
た。所司代は幕府を代表して朝廷との交渉に当た
り、朝廷・公家・寺社・関西諸大名の動向を監視し、
幕府本体へ報告する義務を負っていた。また、京
都町奉行や禁裏付等の支配機構を統括し、京都の
民政・司法・治安の実務を幕府の方針に従って執
行したことから、所司代を頂点とする複合的な統
治機構が形成された。この制度は、京都を幕府直
轄領として管理すると同時に、政治的な影響力を
維持するために置かれたものであり、京都・大坂
地域を含む上方全体における幕府統治の根幹をな
していたのである。具体的には、所司代は京都と
その周辺における地域支配・朝廷との渉外・二条
城守衛など広範な責務を持ち、京都町奉行と合議
体を構成して諸役人を指揮監督し、幕府の政策を
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実施した。このことは、幕府が京都を単に象徴的
な存在としてではなく、自ら管轄し得る政治的中
心として位置づけていた表れであるxxii。

3．4  町組制度の継承と町衆による土地管理責任
　一方で、京都の町政実務は、太閤検地によって
体制が整えられた町組制度を通じて、引き続き町
衆自身によって担われた。町組は、自治的な組織
として、町内の秩序維持、消火活動、そして行政
的な責任を負った。居住地の管理という点では、
防火・消火のシステムをみると、火事が発生した
ときには家持・借家人を問わず消火に駆けつける
ことを定めており、不参の者には家持と借家人で
は 3：1 の比率で罰金が科せられたxxiii。そして町
組は、太閤検地で確定された土地情報（間口・奥
行き・石高等）を基礎として、各町ごとに割当て
られた地子の納入責任を共有し、その徴収・割当・
上納の実務を協力して遂行した。また町組は道路
や橋、水路といった都市インフラの維持管理を自
らの責任で行い、共用空間の保全を通じて都市機
能の維持に寄与したxxiv。こうした自治的活動は、
町衆が自らの土地・街区・環境を協働的に管理運
営する能力につながったが、一方で京都所司代や
町奉行による統括組織が常に介在していたxxv。

3．5  「田畑永代売買禁止令」の発布とその意図
　1643 年（寛永 20 年）に江戸幕府が公布した「田
畑永代売買禁止令」は、単なる土地売買の制限に
とどまらず、農民が田畑を永代にわたって売却・
譲渡することを禁止することで、本百姓の土地保
持を確保し、年貢徴収の安定的基盤を守ることを
主目的としていたと理解できる。この法令は、永
代売以外の質入れや期限付形式の土地移動を一部
認めるものの、土地が永続的に村民の耕作基盤か
ら離脱することを強く制限し、幕府・藩の租税基
盤の維持に寄与した制度であったことが確認され
ているxxvi。この背景には、本百姓として検地帳
登録された農民が安定的に土地を耕作し、年貢を
納める状況を確保することで、幕藩体制下におけ
る徴税構造を堅持する意図が存在したと考えられ
るxxvii。また以下のように、一部の町では更に厳
しいルールが設けられていることもある。

山鉾町のひとつである六角町（新町通六角下
る）は、別名を北観音山町ともいい、舐園祭
の山鉾巡行において北観音山を出す町であ
る。六角町には寛文 13 年（1673）に定めら
れた「御町法度」があり、町法の中でもとく
に職商規定といわれるものをまとめている。
職商規定とは、特定の職業者には町内の家の
売却を許可しないという条項で、とくに江戸
時代初期の町法にはこの規定が盛り込まれて
いることが多い。つまり特定の業種の人間を
排除する規定であるxxviii。

　これらのルールには「田畑永代売買禁止令」と
同様の狙いがあり、環境悪化をもたらすような職
業者を排除することに加えて、特定の職業集団を
守ることを目的であるとも考えられる。このよう
なルールを設けることで現在のような民家だけで
なく仕事に使用している家屋も同時に守られてい
るのである。

3．6  本章のまとめ
　徳川政権による近世土地管理体制は、太閤検地
の成果を基盤としつつ、全国的な土地区分と石高
制によって完成された。特に京都においては、京
都所司代による政治的監視と、町組制度による自
治的な土地管理・義務遂行という、「監視下の自
治」という特殊な二重構造を敷くことで、都市の
秩序と統制を両立させた。この体制は、土地を公
儀の徴税基盤として位置づけ、農民や町衆を土地
に緊縛することで、約 260 年にわたる幕藩体制の
安定を支えたのである。

第 4 章　明治維新と近世土地制度の解体

　前章では、徳川政権が太閤検地の基盤を継承し、
幕藩体制の下で土地を公儀の徴税基盤として固定
化する支配体制を確立したことを論じた。本章で
は、明治維新という政治的・社会的大変革が、こ
の約 260 年続いた近世土地制度をいかに解体し、
近代的な土地所有権制度を樹立させたかを考察す
る。特に、①年貢の「米（物納）」から「お金（地
租）」への転換、②地券発行による土地所有権の
法的な明確化、③土地が売買・抵当の対象となる
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経済資本への変容、という三点に焦点を当て、日
本の近代化における土地制度改革の構造的意義を
明らかにする。

4．1  田畑永代売買の解禁（1872 年）と
　　  土地の自由化
　明治新政府が直面した最大の課題の一つは、財
政基盤を近代的なものへと転換することであり、
その鍵は土地制度の改革、すなわち地租改正にあっ
た。近世において、土地支配体制の根幹であった

「田畑永代売買禁止令」は、新政府によって明治
5 年（1872 年）に解禁された。これにより、約
230 年間にわたり公儀の徴税手段として農民に耕
作が義務付けられてきた土地が、法的に自由に売
買・譲渡できる対象へと転換した。これは、土地
が持つ「公儀性」を否定し、「私有財産」としての
性格を肯定する、近代化への第一歩であった。

4．2  年貢の「米（物納）」から
　　  「お金（地租）」への転換
　近代国家の財政基盤を確立するため、明治政府
は地租改正（1873 年〜 1880 年頃）を実施し、年
貢のあり方を根底から変えた。近世の年貢は、原
則として米による物納（本途物成）であり、その
税率は収穫高に応じて変動した。地租改正では、
この物納制度が廃止され、土地の価格（地価）に
基づいて金銭で納める「地租」へと転換された。

・課税基準の明確化
①従来の土地の収穫を標準として賦課してい

た地租を、土地の価格に応じて賦課するこ
とに改めた。

②税率は地価の百分の三を以て定率とした。
③物納を廃して総べて金納としたxxix。

　地租改正によって導入された金納による地租制
度は、収穫量の変動に左右されにくい財政運営を
政府に可能にしたと考えられる。こうした安定的
な歳入の確保は、軍備の整備や産業振興といった
近代国家に固有の政策を継続的に実施する前提条
件となった。また、土地税を基盤とする財政構造
は、経済活動を、金銭を媒介とする仕組みへと組
み替える役割を果たし、その後の経済構造の変化

を促す一因となったといえる。

4．3  納税義務者の確定と地価の決定
　明治期に実施された地租改正では、土地所有の
確定と課税関係の明確化が重要な柱として位置づ
けられた。「地租は、地券を交付された土地所有
者個人に対して課される税として規定され、従来
の村請制のように村全体や有力者に課されていた
連帯責任の仕組みは排除されたxxx」。地価の算定
にあたっては、全国的な土地調査が実施され、土
地の地目・種類・等級・面積などの詳細な調査に
基づいて標準的な収穫量が推定されるようになっ
たxxxi。これによって算出された地価に一定の税
率を乗じる形で地租額が決定され、現物納（米等）
ではなく金納によって納税が行われる仕組みが確
立したxxxii。このような制度は、太閤検地以来の

「土地の生産力や収穫力を把握して課税する」と
いう国家の方向性が、近代的な地価評価制度とし
て引き継がれたことを示していると考えられる。

4．4  土地の売買・抵当の対象化
　「明治 5（1872）年 2 月、田畑永代売買禁止が解
除され「地所永代売買」は従来禁制であったとこ
ろであるが、今後は「四民」とも「売買」し「所
持」することを許される旨が布告されたxxxiii」。地
租改正にともない、地券によって土地所有権が法
的に確立されたことは、日本の土地制度に重大な
転換をもたらした。「地券制度は、土地所有者を
明確にし、土地の自由な売買・譲渡や抵当（担保）
設定を可能にした。この結果、土地は単なる生活
の基盤を超えて、近代的な経済資本としての性格
を強める」こととなったxxxiv。土地が担保として
金融活動に利用されるようになると、「銀行や私
的貸金業者からの借入が可能となり、農業生産の
拡大や都市部の産業投資に資金を供給する基盤と
なった。近代的な土地市場の成立は、土地が貨幣
経済と深く結びつくプロセスを加速させたxxxv」。
一方で、自由な売買と担保設定の導入は、資金力
のある富裕層に土地所有が集中する傾向を強め
た。農村においては、土地を手放す自作農が増加
し、小作人階級の拡大という新たな階層対立を生
み出す要因となったと考えられる。
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4．5  本章のまとめ
　明治維新後の地租改正を中心とする土地制度改
革は、近世の土地支配を支えた物納・土地売買禁
止・曖昧な権利関係を一掃し、金納地租・地券に
よる所有権明確化・土地の自由売買という近代的
な制度を確立した。特に、地価の決定においては、
提出された画像に示されるように、土地の詳細な
調査を通じて、近世の検地以来の国家による土地
情報把握の伝統が近代的な形で継承された。これ
により、土地は国家財政の安定基盤となり、同時
に経済資本として日本の資本主義発展の原動力と
なった。この近代化は、近世の「公儀と土地の結
びつき」を、「国家財政と土地の結びつき」へと
変容させ、現代に続く日本の土地制度の骨格を形
成したのである。

第 5 章　近代京都における都市管理の変容

　前章では、明治維新と地租改正によって、近世
の土地支配体制が解体され、土地が法的な所有権に
基づき経済資本へと変容したことを論じた。本章で
は、この近代的な制度的基盤の上に、明治から大正
期にかけて京都という都市の行政管理と空間構造
がどのように変容していったかを、新たな発展的要
素を含めて考察する。特に、①「区」「町」「村」へ
の行政単位の整備による官僚統治への移行、②都市
計画法によるインフラ整備と空間規制、③地代・借
地権といった近代的土地制度の形成に加え、④琵琶
湖疏水事業が土地利用と産業にもたらした影響に
着目し、京都が伝統的な町並みと近代化を共存させ
る都市として再編された過程を明らかにする。

5．1  「区」「町」「村」への行政区画の整備と
　　  官僚統治への転換
　近世京都において、町組は地子納入や街路・水
路の維持などを通じて、都市空間の管理を担う自
治的組織として機能していた。しかし、その自治
は決して無制限なものではなく、京都所司代や町
奉行による監視と統制のもとに置かれていた。す
なわち、町組は日常的な土地管理や行政実務を担
う一方で、最終的な権限は幕府側に留保されると
いう、限定的自治の形態をとっていたのである。
行政の中心は、府県庁や市役所といった官僚機構

が掌握し、土地管理、戸籍、徴税の権限は、中央
から派遣された官僚や地方公務員が担うことになっ
た。具体的には、

1872 年 10 月に、初めての統一地方官制であ
る、「府県官制」が制定された。これにより、
府県には、知事又は権知事が置かれると共に、
他の各官についての定めが置かれた。次いで、
同年 11 月には、「県治条例」が制定された。
その中では、各官の職制、県庁内の分課、意
思決定の仕方の定め、職員定数などを定めて
いる。その第 1 部は「県治職制」であり、県
令又は権令（知事、権知事を改称）以下の各
官の職制を定め、また、その上層部の人事権
を中央組織が、それ以外の人事権を県令又は
権令が持つことを定めた。
また、県庁の事務を 4 課に分け、それぞれを

1）庶務課　戸籍の事務、管内の行政監察、
　　　　 　学校の事務、人事等を所管
2）聴訟課　訴訟の審理、管内の警察
3）租税課　租税の賦課徴収、産業振興、
　　　　 　公共施設管理
4）出納課　歳入歳出の管理

としたxxxvi。

5．2  疏水によるエネルギーと水の供給
　明治中期、京都の都市構造と土地利用を劇的に
変えた最大の出来事の一つが、琵琶湖疏水の開通
である。琵琶湖疏水は、明治 23 年（1890 年）に
完成した行政主導の巨大インフラ事業であり、都
市基盤の形成に大きく寄与したxxxvii。この疏水は、
単に上水や灌漑を供給するだけでなく、水力利用
や舟運といった多機能をもつインフラとして計画
された。疏水を利用した水力利用のための産業地
域は、京都・鴨川東部を中心に展開し、都市の空
間構造や土地利用の変容を促したことが研究から
示されているxxxviii。とりわけ、電力や機械動力と
しての水力利用は、当初の水車から電力利用へと
転換し、疏水沿線の土地を産業目的の用地として
位置づけ直す契機となった。こうしたインフラに
よる産業空間の形成は、京都都市の近代的な発展
に寄与したと考えられる。
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5．3  都市計画法（1919 年）の導入と
　　  空間の近代化
　琵琶湖疏水による発展と人口の集中を受け、大
正期には都市の秩序だった発展を促すための法的
枠組みが導入された。大正 8 年（1919 年）に制定
された都市計画法および市街地建築物法は、京都
における土地利用に決定的な影響を与えた。都市
計画法は都市の将来の拡大・発展を見越して都市
計画区域を設定し、土地の用途や建築物の種類・
高さ等に関する私権制限を可能とする制度を導入
したxxxix。この制度に基づき、「京都市では用途
地域の指定や幹線街路網の整備、土地区画整理事
業などを実施しましたxl」。このように、都市計画
法と関連法令による土地利用上の制限は、土地所
有の自由化という近代化の潮流の中において、公
共の利益を確保しながら都市機能の維持・景観の
保全を図るための近代的土地利用規制の始まりと
して位置づけられる。

5．4  地代・借地権といった近代土地制度の形成
　「明治期の地租改正を通じて、土地の所有者は
地券に記載される形で法的に確立され、土地は私
有財産として売買・賃貸借できる制度基盤を得
たxli」。「この制度変化は、1898 年に制定された民
法によって、土地賃貸借契約や賃借権・地上権と
いった不動産利用権が法典として規定されること
と軌を一にし、地主と借地人の関係が契約関係と
して法的に整理される枠組みを整えたxlii」。この
ように成立した借地権は、都市部、特に商業・居
住空間における土地利用関係を再構築し、地主・
借地人の関係が近代的に法的保護された権利関係
として成立する基盤になったといえる。

5．5  伝統的景観の維持と近代建築の進出
　近代の行政統治とインフラ整備の結果、京都は
独自の都市像を形成した。京都では、歴史的な町
家や寺社仏閣といった伝統的景観を保持する必要
性が早くから認識され、歴史的都市景観を保存・
維持するための制度や施策が近代以来展開されて
きたxliii。それと並行して、都市の機能性を高める
ための鉄道網の整備や近代建築（市役所、銀行、
大学等）の進出も進められた。これによって、伝
統的景観と近代的都市機能の両立を図る都市空間

が形成されたと考えられる。
　京都市は都市計画法の制定以降、主要幹線道路
の整備や公共建築の新築など都市基盤整備を積極
的に実施したが、同時に歴史的町並みや伝統的建
築物への配慮が求められる独自の課題にも直面し
た。これらの課題に対応する中で、京都の都市は
旧来の碁盤目状の区画を維持しつつ、現代的交通
や建築技術を取り入れるという独自の近代化の道
筋を歩んだと言える。こうした歩みを経て、京都
は「伝統と近代化の共存都市」という独自の都市
像を獲得したのである。

5．6  本章のまとめ
　明治から大正期にかけての京都は、近世の土地
支配体制と町衆自治から完全に脱却し、中央集権
的な官僚統治と近代行政単位による管理体制へと
移行した。この転換は、琵琶湖疏水事業という大
規模インフラ整備を原動力とし、都市計画法によ
る空間規制と借地権といった近代制度によって裏
付けられた。その結果、京都の土地は、公儀の徴
税基盤から経済資本へと変貌し、都市全体が伝統
的景観の維持と近代化の要求を同時に満たす「共
存都市」として再編されたのである。

第 6 章　戦後農地改革と
現代京都の土地利用構造

　本稿は、太閤検地から始まり、徳川政権による
固定化、明治維新による近代化を経て、京都の土
地支配体制が経験した構造的な変遷を分析してき
た。本章では、これらの歴史的経緯を踏まえ、第
二次世界大戦後の農地改革を核とする土地制度の
最終的な転換点に焦点を当てる。戦後の土地制度
改革が、近世・近代を通じて維持されてきた大地
主制度をいかに崩壊させ、京都周辺の土地利用構
造を「小規模分散型」へと変化させ、現代の住宅
地開発（ニュータウン）へと結びついたかを考察
する。

6．1  大地主制度の崩壊と農地の強制買収
　第二次世界大戦後、日本の土地制度は連合国軍
総司令部（GHQ）の占領政策のもとで大きな転換
を迎えた。その中核をなしたのが、1946 年に開
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始された第二次農地改革である。この改革は、戦
前日本の農村社会を支えてきた地主制を解体し、
農民を自作農へと転換することを目的とした急進
的な民主化政策であったxliv。農地改革において
は、不在地主が所有する小作地のほぼ全てと、在
村地主が一定の保有限度を超えて所有する土地が
政府によって強制的に買収されたxlv。

6．2  土地所有の「小規模分散型」への変化
　京都周辺の農村地帯、特に洛西や洛北といった
郊外地域においても、戦後の農地改革によって農
地所有形態は大きく変化した。戦後の農地改革は
地主の小作地を国が買い上げ、小作人に安価で売
却することで大規模地主制度を解体し、小規模な
自作農主体の所有関係を創出したxlvi。この結果、
日本全国と同様に、京都郊外でも農地が大地主か
ら多数の小規模農民へと分散所有される構造が形
成されたと考えられる。このような土地所有の分
散化は、単に農村社会の民主化を進めるだけでは
なく、後の土地利用にも影響を及ぼした。京都盆
地北部では、戦後以降都市の周縁部にかけて農地
が宅地化・混在する地域構造へと変貌していった
事例が報告されている。例えば、京都市域北部で
はかつて純農村地帯であった地域が市街地の拡大
に伴い、農地と住宅が混在するようになっている
ことが確認されているxlvii。これは、農地所有者
が多数存在することにより、計画的な大規模転用
ではなく、個別の判断や地価動向に応じた段階的
な利用変化が進んだ結果と理解できる。

6．3  財閥・寺社・旧家による土地独占の排除
　農地改革が農村の土地支配を民主化した一方で、
都市部においても GHQ の占領政策の影響を受け、
土地の民主化と近代的な土地利用制度の整備が進
んだ。例えば、GHQ が戦後期に指令した財産税
法の制定などにより、都市部の大規模な土地所有
は税負担の面からも解体が促進され、多人数の小
規模所有者への分散が進んだ。結果として、戦前
に財閥や有力寺社、旧家などが独占していた広大
な都市部・郊外の土地所有は、より多くの個人へ
と広がっていったとされるxlviiixlix。この土地所有
の民主化は、単なる個人間の所有権の拡大にとど
まらず、近代的な登記制度と税制の整備を通じて

制度的に強化された。戦前は地租を基盤とする土
地台帳制度が中心であったが、戦後の税制改革に
より地租制度が廃止され、地方自治体による固定
資産税制度が創設された。これに伴い、土地およ
び建物の所在・所有者・評価額などの情報が登記
簿として統合的に管理されるようになり、誰がど
の土地を所有しているかが公的に明確化されたlli。
このように、都市部における GHQ 占領政策と戦
後改革は、土地制度の民主化と同時に、登記制度
や税制といった制度的装置を通じて近代的な土地
利用の枠組みを作り上げたといえる。これらの改
革は、戦前までの特権的な土地所有に基づく社会
構造を変革し、戦後日本の都市空間と社会経済の
形成に大きな影響を与えたと評価できる。

6．4  住宅地開発の進展と小規模分散所有の影響
　戦後の土地改革とそれに続く制度整備は、現代
の京都の都市構造、とりわけ郊外地域の発展に直
接的な影響を与えている。戦後の高度経済成長期
に入ると、都市部への人口集中と住宅需要の急増
が進行し、京都においても市街地の外縁部に大規
模な住宅地開発が求められるようになったlii。こ
うした需要を背景として、洛西（洛西ニュータウ
ン）や洛北など、戦前までは農村地域であった郊
外の土地が、計画的住宅地開発の主要な対象と
なった。しかし、これらの郊外農地は、農地改革
の結果として多数の小規模な自作農によって分散
的に所有されていた。そのため、ニュータウン建
設や大規模な区画整理を進めるにあたっては、単
一地主との交渉ではなく、多数の土地所有者との
個別交渉を必要とする複雑な過程を経ることと
なったliii。実際、洛西ニュータウンの開発におい
ても、用地取得の困難さや段階的整備が課題と
なったことが指摘されているliv。このような小規
模分散型の土地所有構造は、戦後の開発過程だけ
でなく、現代に至るまで京都周辺地域の土地利用
や都市形成の特性に影響を与え続けているといえ
る。一方、都市の中心部、すなわち旧洛中におい
ては、明治期以降の都市計画制度の導入と、戦後
に強化された景観保全意識によって、近世以来の
都市構造が一定程度維持されてきた。碁盤の目状
の街路構成や町割、京町家に代表される伝統的な
土地利用形態は、建築規制や保存政策を通じて今
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日まで継承されているlv。以上の点から、戦後の
土地改革は農村社会の民主化にとどまらず、京都
における「中心部の歴史的空間」と「郊外の現代
的住宅地」という二重構造を形成する重要な前提
条件であったと評価できる。

6．5  本章のまとめ
　第二次世界大戦後の農地改革は、太閤検地以来
の日本の土地支配構造に引導を渡す、最終的な構
造変革であった。この改革は、大地主制度を崩壊
させ、土地所有を小規模分散型へと転換させた。
同時に、都市部における土地の民主化と税制・登
記制度の整備は、土地を個人資産として確立させ
た。京都においては、この変革が郊外の農地解放
を促し、後の洛西ニュータウンなどの大規模住宅
地開発の土壌となった。本稿で追った土地支配の
変遷は、「太閤検地による中央集権的な土地情報把
握」から、「近世の固定化」、「近代の経済資本化」、
そして「戦後の民主化と所有の分散」へと展開し、
現代京都の都市構造、地域文化、そして不動産市
場の複雑な特性を形成する基盤となったと言える。

結　論

　本稿は、中世から現代に至る京都の土地支配体
制の変遷を六つの構造的段階に分けて分析し、各
時代における国家権力と土地、そして住民の関係

性がいかに変容したかを考察した。
　この六段階の変遷は、現代の京都の都市構造、文
化、そして課題に以下の主要な遺産を残している。

7．1  土地支配の変遷が現代京都にもたらした
　　  構造的遺産と現代課題
　現代の京都において、歴史的景観の保全や都市
空間の維持は多くの成果をもたらしてきたが、そ
の一方で都市の活力を維持する上で大きな課題も
生じている。特に近年、京都市は都市の魅力・伝
統を守る景観規制と、経済活性化や住みやすさの
向上という価値とのバランスの見直しを迫られて
いる。明治維新以降、土地は売買・抵当が可能な
経済資本としての性格を強めてきたが、京都市内
では歴史的町並みや景観を保全するための条例・
規制が強化されている。その結果、土地所有者が
期待する収益の最大化（たとえば高層マンション
の建設など）と、景観条例に基づく高さ規制・デ
ザイン規制との間に乖離が生じているとの指摘が
ある。実際、過去の報道では、景観規制を強化し
た「新景観政策」に対し、不動産・建設業界から
規制緩和を求める声があったと伝えられている。
規制の影響で住宅着工が減少し、業界が景観規制
の見直しを主張する状況も見られたという報道が
あるlvi。このような厳しい規制は、単に建築の自
由度を抑えるだけでなく、住宅供給の停滞や価格
の高騰という現実にもつながっている。朝日新聞

章 時 代 土地支配の特徴 土地の性質 住民との関係

第 1 章 中 世
荘園・寺社・公家による
多層的な権益

権益が輻輳する知行の対象 地縁・職能に基づく自治的結合

第 2 章
豊 臣

（近世初期）
太閤検地による情報の
一元化

徴税基盤として確定 町組への連帯責任付与

第 3 章
徳 川

（近世）
幕藩体制による公儀の
監視と固定化

年貢負担を義務付けられた財産
監視下の自治

（京都所司代と町組）

第 4 章 明治維新
地租改正による制度の
近代化

法的な所有権を持つ経済資本 納税義務の個人への一本化

第 5 章
近 代

（明治～大正）
都市計画法による空間
規制と行政管理

投資対象・公共規制の対象 官僚統治と自治の終焉

第 6 章 戦 後
農地改革による所有の
民主化・分散化

個人資産としての性格の確立 自作農の増加と土地の流動化
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の報道によれば、京都市中心部では厳しい高さ制
限などが影響し、平均的な子育て世代にとって購
入可能な住居が不足しているとして、若年層の市
外流出が深刻な課題として挙げられている。記事
では、人口の転出超過が進んでいることについて

「市の景観政策は充実させるが、市全域を保全し
ている印象を与えている」として、都市計画や規
制の見直しを専門家委員会が検討している旨が報
じられているlvii。このように、京都では歴史的・
文化的な景観を守るための規制が長年続いた結
果、土地の経済的価値との調整が求められる状況
となっている。また、景観規制のもとで住宅供給
が伸び悩む中で、若い世代が通勤・子育て環境を
求めて京都市外へ移住する傾向も見られ、人口構
造や地域コミュニティの維持という意味でも重要
な課題となっている。

7．2  現代京都の都市計画マスタープランと
　　  政策動向
　前京都市長時代に示された京都市都市計画マス
タープランの見直しは、これまでの「歴史的景観
の保全」を重視する都市政策と、「都市の活力・住
環境の向上」をどう両立させるかに対応するため
の具体的な動きであるといえる。京都市の都市
計画マスタープランは、これまでも「保全・再
生・創造」という視点のもとで都市づくりを進め
てきたが、人口減少社会の到来や若年・子育て層
の市外流出といった現代的課題への対応が喫緊の
課題となっていることを明記しているlviii。実際、
2022 年には学識経験者の諮問機関が門川大作市
長に対し、京都駅南部や西部、郊外の駅周辺など
複数のエリアで容積率や高さ制限の見直しを含む
都市計画の改善を求める答申を行っている。答申
では、職住近接の街づくりや若い世代が住みやす
い居住環境の創出を目的として、高層化の条件付
き容積率緩和などを提案しており、市はこの答申
を受けて都市計画見直し案を公表する方針を打ち
出したlix。また、都市計画マスタープランの審議
資料によれば、21 世紀に入ってから用途地域や
容積率・高度地区の見直しが断続的に行われてお
り、駅周辺や外環状線沿道といった生活利便性の
高い地域で、暮らしの豊かさや利便性につながる
都市機能の集積・充実を図るための見直しが進ん

でいるlx。この方針は、歴史的景観保全一辺倒で
はなく、郊外や交通結節点を活かした新たな開発
可能性の創出をめざしている。こうした動きは、
明治以降に成立した土地の資本性と、伝統的な景
観規制の間に生じている矛盾に対して、制度とし
て応答しようとする政策的な歴史的反動とも理解
できる。すなわち、伝統的中心部への過度な開発
圧力を避けつつ、郊外や交通拠点など景観への影
響が相対的に小さい地域での規制緩和によって都
市機能の集積・住宅供給の促進を図ることは、景
観保全と都市活力の両面を調整する新しい政策の
方向性を示していると考える。

7．3  伝統的木造住宅への政策的対応
　近世から継承された京町家をはじめとする木造
住宅は、京都の歴史的景観や都市文化を象徴する
存在である。しかしその歴史的価値の裏側には、
現代の居住基準や安全性という課題が横たわって
いる。特に多くの京町家は現代の耐震基準を満た
していないことが一般的であり、地震多発国であ
る日本においては安全性の確保が喫緊の課題と
なっている。そうした背景から、京都市では木造
住宅および京町家に対する耐震診断・耐震改修支
援制度が整備されているlxi。京都市の制度では、
京町家や木造住宅について無料で耐震診断士を派
遣し、耐震性能の評価と改修計画の助言を受ける
ことができる。耐震診断後は診断結果に基づく耐
震改修基本計画の作成支援も行われ、所有者が耐
震化に向けた具体的な計画を立てられるよう支援
されているlxii。さらに、耐震改修・防火改修工事
に対して補助金制度「まちの匠・ぷらす」も設け
られ、京町家や木造住宅の耐震化・安全性向上の
ための経済的支援が提供されている。この補助金
は最大で数百万円規模の支援が可能であり、屋根
の軽量化や耐震壁の設置など多様な改修工事が補
助対象となっているlxiii lxiv。これらの制度は、単
に歴史的建造物を保存するだけでなく、「歴史的
遺産としての価値」と「現代の住居としての実用
性」を両立させるための公的介入であると評価で
きる。京町家はその景観価値や文化的意味から保
存が強く求められる反面、そのままでは生活の安
全性や快適性を満たしにくいという現実的制約を
抱えている。京都市の耐震診断・改修支援制度は、
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こうした課題に対応するための具体的な方策とし
て機能しており、伝統的建造物と現代的安全基準
の折り合いをつけるための重要な制度的枠組みと
なっているといえる。

7．4  所有の小規模分散化と開発の非効率性
　戦後の農地改革は戦前の地主制度を解体し、耕
作者に土地所有を分配することで多数の小規模農
家による分散的な土地所有構造を形成した。これ
について、「分散土地所有と土地利用転換」にお
いて、日本の農地が細分化された所有形態をとる
ことが、転用行動との関連性を議論する文脈で検
討されている。この研究では、農地の分散所有形
態が転用との関連を持つ可能性が示されており、
分散所有が所有者間の動機や意思決定に影響を及
ぼす点が指摘されているlxv。また、都市周辺部に
おける農地転用と宅地化のプロセスを分析した研
究では、郊外の農地が都市化の進展とともに転用・
土地利用変化を続けていることが示されており、
都市近郊での土地所有と利用の関係が転用過程に
影響することが明らかにされていたるlxvi。さらに、
戦後農地改革後の農地所有構造と農業経済の関係
を考察した研究では、小規模農家による分散的所
有構造が大規模化・集約化を妨げる要因になって
いるとの指摘がなされている。このように、戦後
農地改革による所有構造の変化は、単に所有者層
の変容だけでなく、土地利用や転用の条件を形成
する上で歴史的に影響を残していると考えられ
るlxvii。戦後の農地改革は農村社会の民主化を実
現した一方で、小規模分散型の土地所有構造を固
定化し、現代の都市計画や土地利用の柔軟な再編
を困難にする要因ともなっていると考える。

7．5  土地集約化支援と公的な関与の強化
　戦後の農地改革によって形成された小規模分散
所有の土地構造は、郊外での土地利用の集約や効
率的な開発を進める上で非効率性を生む一因と
なっている。こうした背景を踏まえると、郊外の
旧農地や未利用地の集約を促すためには、行政や
専門機関が仲介役として介入し、複雑な権利調整
や合意形成を支援する仕組みが重要であると考え
られる。このような支援は、全国的な土地利用政
策においても位置づけられている。たとえば、国

土交通省の都市計画制度に関する資料では、地域
における土地利用の在り方について関係者間の話
し合い・合意形成が重要であり、市町村や専門家
が地域の土地利用構想を明らかにするとともに合
意形成支援を行うことが有効であると指摘されて
いるlxviii。また、農地の集積・集約化に向けては、
農林水産省が農地中間管理機構（通称「農地バン
ク」）を通じて、複数の個別農地を借り受けて集
積し、担い手へ再配分する制度を導入している。
この取組は、分散所有が進む土地の集約化を促進
し、持続的な利用を実現する事例として注目され
ているlxix。このような制度設計は、単なる権利調
整だけでなく、地域内の合意形成や経済的なイン
センティブを与える政策として機能している。さ
らに、複数の土地所有者が自主的に土地を出し
合って一体的な開発を行う場合に、税制優遇や制
度的支援を整備することは、自主的な集約を促進
する上で有効な手段であると考えられる。土地を
有効に活用し、合意形成のコストを下げるために
は、所有者の負担軽減や合意形成支援のための法
的・税制的枠組みの整備が不可欠である。こうし
た行政的支援は、郊外の土地所有者の納得を得る
だけでなく、地域全体の土地利用の活性化にも寄
与するといえる。

7．6  歴史的文脈を踏まえた
　　  地域行政の再構築と協働
　現代には近世以来の強い自治精神を、現代行政
の協力資源として活用すべきである。伝統的なコ
ミュニティ（旧町組）を尊重しつつ、その景観保
全機能を市の景観行政の担い手として位置づけ、
財政支援を行う。これにより、歴史的な土地利用
がコミュニティ自身によって守られる仕組みを継
続させ、地域自治組織と市の景観行政がうまくつ
ながることで維持することが出来ると考えられる。

7．7  最終結論
　京都の土地支配体制の変遷は、「太閤検地によ
る集権化」から「戦後の民主化・分散化」を経て、
現代の「歴史保全と都市再生の狭間」に辿り着い
た。特に近年、容積率・高さ制限の見直しや木造
住宅の耐震・改修支援といった政策は、この歴史
的な構造問題に対し、景観と経済、安全性の調和
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を目指す具体的な試みである。京都は、歴史的背
景を深く理解し、革新的な土地制度・行政手法を
導入することで、伝統と現代性を両立させた「持
続可能な歴史都市」のモデルを世界に示すことが
できるであろう。
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